
【職業実践専門課程認定後の公表様式】

昼夜

年

有

資格・検定名 種 受験者数 合格者数

美容師国家試験 ② 23人 22人

人
人

％
■卒業者に占める就職者の割合

％

（平成 28

1 名 2 ％

専門学校明日香美容文
化専門大学校

昭和56年3月27日 可児　圭二
〒870-0823
大分県大分市東大道１丁目4番22号

（電話） 097-544-4666

（別紙様式４）

平成　29年10月31日※１
（前回公表年月日：平成　28年　7月　1日）

職業実践専門課程の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人　明日香学園 昭和19年4月1日 田中　由視
〒870-0823
大分県大分市東大道１丁目4番22号

（電話）

衛生 衛生専門課程 美容科
平成１５年文部科学省

告示第２１号
―

学科の目的
企業との密接な連携のもとに、美容師に必要な技術に加えサロン実務に不可欠な接遇、サービスマインドを身につけ、常に最新の技術を修得し、高い実
践能力を持つ即戦力となる美容師の養成を目的とします。

097-544-4666
分野 認定課程名 認定学科名 専門士 高度専門士

認定年月日 平成　26年　3月　31日

修業年限
全課程の修了に必要な
総授業時数又は総単位

数
講義 演習 実習 実験 実技

　　時間 　　時間
単位時間

生徒総定員 生徒実員 留学生数（生徒実員の内 専任教員数 兼任教員数 総教員数

2 昼間 2,100時間 750時間 　　　時間 1,350時間

学期制度
■前　期：　４月１日～９月３０日
■後　期：１０月１日～３月３１日 成績評価

■成績表：
■成績評価の基準・方法
学科及び実技に分け、1科目につき100点満点とし、評価としては
優（100～90点）、良（89～80点）、可（79～70点）、不可（69点以
下）で表す。

２４０人 ６4人 ０人 ７人 １３人 ２０人

長期休み

■春　季：３月２５日～４月７日
■夏　 季：７月２１日～８月３１日
■冬　 季：１２月２４日～１月６日

卒業・進級
条件

進級及び卒業時に不可が1科目でもあれば、進級及び卒業
延期とする。

学修支援等

■クラス担任制： 有

課外活動

■課外活動の種類

■個別相談・指導等の対応 ボランティア活動

長期欠席者への対応として、補修・補講を実施しております。

■サークル活動： 有

美容室、ブライダルサロン （平成28年度卒業者に関する平成29年5月1日時点の情報）

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③のいずれかに該当す
るか記載する。
①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの
②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得するもの

③その他（民間検定等）

■自由記述欄
（例）認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状況等

： 95.7
■その他
・進学者数：　　　　　　　　　　　　0人

年度卒業者に関する

■就職者数 22 人

ＪＭＡメイクアップ技術
検定試験

③ 23人 23人

平成28年4月1日時点において、在学者47名（平成28年4月1日入学者を含む）
平成29年3月31日時点において、在学者46名（平成29年3月31日卒業者を含む）
■中途退学の主な理由

進路変更

就職等の
状況※２

当該学科の
ホームページ

ＵＲＬ ＵＲＬ：//www.asuka.ac.jp/public/kihon-biyou.pdf

■就職率　　　　　　　　　： 100

平成29年5月1日 時点の情報）

中途退学
の現状

■中途退学者 ■中退率

■就職指導内容
進路指導、履歴書指導、面接指導等

■卒業者数 23
■就職希望者数 22

■主な就職先、業界等（平成２８年度卒業生）

主な学修成果
（資格・検定等）

※３

■国家資格・検定/その他・民間検定等

（留意事項）
１．公表年月日（※１）
最新の公表年月日です。なお、認定課程においては、認定後１か月以内に本様式を公表するとともに、認定の翌年度以降、毎年度７月末を基準日として最新の情報を反映
した内容を公表することが求められています。初回認定の場合は、認定を受けた告示日以降の日付を記入し、前回公表年月日は空欄としてください

２．就職等の状況（※２）
 「就職率」及び「卒業者に占める就職者の割合」については、「文部科学省における専修学校卒業者の「就職率」の取扱いについて（通知）（２５文科生第５９６号）」に留意
し、それぞれ、「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」又は「学校基本調査」における定義に従います。
（１）「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」における「就職率」の定義について
①「就職率」については、就職希望者に占める就職者の割合をいい、調査時点における就職者数を就職希望者で除したものをいいます。
②「就職希望者」とは、卒業年度中に就職活動を行い、大学等卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、卒業後の進路として「進学」「自営業」「家事手伝い」「留
年」「資格取得」などを希望する者は含みません。
③「就職者」とは、正規の職員（雇用契約期間が１年以上の非正規の職員として就職した者を含む）として最終的に就職した者（企業等から採用通知などが出された者）をい
います。
※「就職（内定）状況調査」における調査対象の抽出のための母集団となる学生等は、卒業年次に在籍している学生等とします。ただし、卒業の見込みのない者、休学中の
者、留学生、聴講生、科目等履修生、研究生及び夜間部、医学科、歯学科、獣医学科、大学院、専攻科、別科の学生は除きます。
（２）「学校基本調査」における「卒業者に占める就職者の割合」の定義について
①「卒業者に占める就職者の割合」とは、全卒業者数のうち就職者総数の占める割合をいいます。
②「就職」とは給料、賃金、報酬その他経常的な収入を得る仕事に就くことをいいます。自家・自営業に就いた者は含めるが、家事手伝い、臨時的な仕事に就いた者は就職
者とはしません（就職したが就職先が不明の者は就職者として扱う）。
（３）上記のほか、「就職者数（関連分野）」は、「学校基本調査」における「関連分野に就職した者」を記載します。また、「その他」の欄は、関連分野へのアルバイト者数や進

３．主な学修成果（※３）
認定課程において取得目標とする資格・検定等状況について記載するものです。①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの、②国家資格・検定のうち、修了と
同時に受験資格を取得するもの、③その他（民間検定等）の種別区分とともに、名称、受験者数及び合格者数を記載します。自由記述欄には、各認定学科における代表的
な学修成果（例えば、認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状況等）について記載します。

■中退防止・中退者支援のための取組
入学してから早い時期に、学生に対し、個人面談を行い、保護者への学校生活の報告も定期的に実施しております。

経済的支援
制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度：　　　　　有・無
　授業料減免

■専門実践教育訓練給付：　　　　　給付対象・非給付対象
※給付対象の場合、前年度の給付実績者数について任意記載

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価：　　　　　有・無
※有の場合、例えば以下について任意記載

（評価団体、受審年月、評価結果又は評価結果を掲載したホームページＵＲＬ）
（一社）専門職高等教育質保証機構、受審年月：平成27年11月30日・12月1日、（平成27年度文部科学省委託事業「職業実践専門課程等を通じた専修学
校の質保証・向上の推進事業」の中で行われた、専修学校職業実践専門課程第三者評価試行事業（美容分野）で第三者評価を受審した。）
URL:http://www.beauty-hyouka.net/%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e4%ba%8b%e6%a5%ad/



種別
①
①
③
③

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課
程の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本
方針
即戦力につながるビューティークリエーターの育成のために、美容、メイク、ネイル、エステ業界の最新の動向を見極め、
企業との深い連携のもとに常に最新の技術・接遇の修得を目指しております。
（２）教育課程編成委員会等の位置付け
本校の教育課程の質を更に高める一環として、教育課程編成委員会を設け、業界の第一線の講師の先生方の意見をカ
リキュラムに取り入れており、教育課程編成委員会の答申をもとに学校長が決定しております。
（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

平成29年4月1日～平成31年3月31日

平成29年4月1日現在

名　前 所　　　属 任期
田島　正造 ＣＡＴ美容理容芸術技術協会　日本　大分地区運営委員

（開催日時）
第１回　　　　　平成29年7月10日　10：00～12：00
第２回(予定）　平成30年2月19日　10：00～

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況
教育課程編成委員会での意見を美容科においては、美容実習時における最新の技術や接遇などを教育課程に取り入れております。すぐに実行
する部分と次年度以降に実行する部分とに分けて改善し、具体的に改善を実施した内容については、委員会にフィードバックしております。

波多野　裕昌 美容室エキップクーラージュグラン　　店長 平成29年4月1日～平成31年3月31日

　※委員の種別の欄には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

前期、後期の２回開催予定。

賀来　珠美 専門学校明日香美容文化専門学校　副校長 平成29年4月1日～平成31年3月31日

科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

美容実習（1年）

美容師の業務を安全かつ効果的に実施する技術を学び、基本
的なサロンワークを体得することを目的とし、個々のお客様の要
望に応じた美容技術を確実に提供できるよう総合的技術の基
礎を修得することとしております。

カットサロンハーモニー・エキップ
クーラージュグラン

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針
本校での基礎技術の修得に加え、サロン実習により実践的な技術修得を図り、さらに即戦力としてのサロン実務に必要な接遇、サー
ビスマインドの体得を目指しております。
（２）実習・演習等における企業等との連携内容
年間に６０時間のサロン実務実習行い、学校内の実習では修得できない最新の技術等に触れるとともに、より実践的な接客・接遇の
体験を通して、サロンに就職した際に即戦力になれるよう、開店準備から掃除・挨拶などを含めた、優れたビューティークリエーターと
して活躍できるための資質の向上を図ります。学修成果の評価については、サロン実務に必要な言葉遣い、仕事振り等の１０項目を
評価項目とし5段階評価（優・良・普通・可・不可）で総合的に評価する。

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。

美容実習（２年）

美容師の業務を安全かつ効果的に実施する技術を学ぶととも
に、基本的なサロンワークを体得し、かつＣＡＴ美容理容芸術技
術大会日本等の大会に出場するための技術を身につけること
を目的としております。

カットサロンハーモニー・エキップ
クーラージュグラン

田中　多加子 ＣＡＴ美容理容芸術技術協会　日本　大分地区運営委員 平成29年4月1日～平成31年3月31日

片山　雅子 美容室エキップクーラージュグラン　マネージャー 平成29年4月1日～平成31年3月31日



種別
企業等委員

企業等委員

卒業生

平成29年7月31日・平成30年1月29日・公益社団法人日本理容美容教育センター主催・美容師国家試験実技課題研修・
各１名参加。目的：美容師国家試験実技試験に向けての審査項目等の確認研修。

②指導力の修得・向上のための研修等

平成29年8月2日～4日・公益社団法人日本理容美容教育センター主催・平成29年度全国理容師美容師養成施設教職員
研修会・5名参加。　目的：理容師美容師養成施設の教職員が学生指導力の向上を図る。

（３）研修等の計画
①専攻分野における実務に関する研修等

平成30年８月30日・平成31年1月28日・公益社団法人日本理容美容教育センター主催・美容師国家試験実技課題研修・
各１名参加。目的：美容師国家試験実技試験に向けての審査項目等の確認研修。

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針

即戦力につながるビューティークリエーターの育成のために、美容、メイク、ネイル、エステの業界の最新の動向を見極
め、学生のためにフィードバックできるように、常に最新の技術の修得と指導技術の向上に努めております。教員研修規
定に基づき、SBS（全国美容業生活衛生同業組合連合）が実施する研修や（一社）大分県専修学校各種学校連合会の研
修を定期的に教員を派遣し、受講させております。

（２）研修等の実績
①専攻分野における実務に関する研修等

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目
（１）教育理念・目標 （１）教育理念・目標
（２）学校運営 （２）学校運営

②指導力の修得・向上のための研修等

平成30年11月5日～6日・公益社団法人日本理容美容教育センター主催・平成30年度九州理容師美容師養成施設教職
員研修会・　３名参加。　目的：理容師美容師養成施設の教職員が学生指導力の向上を図る。

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表しているこ
と。また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針

学校を組織として診断する「ガイドライン」によって、より有効な評価を導き出し、その自己評価の質を更に高める仕組みと
して、学校関係者評価委員会の意見を反映させ学校運営全体の質的向上につなげることを目的とします。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

（６）教育環境 （６）教育環境
（７）学生の受入れ募集 （７）学生の受入れ募集
（８）財務 （８）財務

（３）教育活動 （３）教育活動
（４）学修成果 （４）学修成果
（５）学生支援 （５）学生支援

※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）学校関係者評価結果の活用状況

学校関係者評価委員会による「カリキュラムの見直しや特別講義の実施」の提言を導入して、学修成果の改善につなげて
おります。

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿
　　　平成29年4月1日現在

名　前 所　　　属 任期

（９）法令等の遵守 （９）法令等の遵守
（１０）社会貢献・地域貢献
（１１）国際交流

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期
（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）　公表時期　：　１１月
URL:：http://www.asuka.ac.jp/public/hyouka..pdf

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況
に関する情報を提供していること。」関係

田島　正造
田中　多加子
波多野　裕昌

ＣＡＴ美容理容芸術技術協会　日本　大分地区運営委員

ＣＡＴ美容理容芸術技術協会　日本　大分地区運営委員

美容室エキップクーラージュグラン　　店長

平成29年4月1日～平成31年3月31日

平成29年4月1日～平成31年3月31日

平成29年4月1日～平成31年3月31日

（３）情報提供方法

URL:：http://www.asuka.ac.jp/public/teikyo.pdf

（８）学校の財務 （８）学校の財務
（９）学校評価 （９）学校評価
（１０）国際連携の状況

（５）様々な教育活動・教育環境 （５）様々な教育活動・教育環境
（６）学生の生活支援 （６）学生の生活支援
（７）学生納付金・修学支援 （７）学生納付金・修学支援

（１１）その他
※（１０）及び（１１）については任意記載。

（２）各学科等の教育 （２）各学科等の教育
（３）教職員 （３）教職員
（４）キャリア教育・実践的職業教育 （４）キャリア教育・実践的職業教育

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

学校運営の改善及び信頼される学校づくりを図り、専門学校教育の一層の質的向上を図ることを目的とします。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの項目 学校が設定する項目

（１）学校の概要、目標及び計画 （１）学校の概要、目標及び計画

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.IE5/WDHU4VBS/：http:/www.asuka.ac.jp/public/hyouka..pdf
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.IE5/WDHU4VBS/：http:/www.asuka.ac.jp/public/teikyo.pdf
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○
関連法規・制
度

美容師の業務に関する法規・制度について
学ぶ。

１
・
２
通

30 ○ ○ ○

○ 衛生管理
美容師に必要な公衆衛生及び環境衛生等に
ついて学ぶ。

１
・
２
通

90 ○ ○ ○

○ 美容保健
美容技術の基礎となる人体組織、特に皮膚
及び毛髪などの付属器官の構造等について
学ぶ。

１
・
２
通

120 ○ ○ ○

○ 美容物理化学
美容業務を安全かつ効果的に行うための正
確な科学知識と美容器具や香料などの適正
な取り扱いについて学ぶ。

１
・
２
通

90 ○ ○ ○

○ 美容文化論
顧客であるお客様の満足度を上げるため、
デザイン力に必要な文化的知識及びファッ
ション文化を研究し、感性・感覚を磨く。

１
・
２
通

90 ○ ○ ○

○ 美容技術理論
美容技術についての知識を衛生的、能率的
に実施する方法を学び、理論的根拠を与
え、技術の修得を容易にする。

１
・
２
通

120 ○ ○ ○

○ 美容運営管理
美容を業とする者に対する必要な経営管
理、健康管理、接客、マーケティングにつ
いて学ぶ。

１
・
２
通

60 ○ ○ ○

○ 美容実習 美容師の業務を安全かつ効果的に実施する

１
・
２
通

900 ○ ○ ○ ○

○
カウンセリン
グ

色彩の基礎理論を学習し、造詣の基礎につ
いて実習を通して学ぶ。

１
・
２
通

30 ○ ○ ○

○
ビ ジ ネ ス マ
ナー

社会人に求められる常識的な心得を十分理
解させ、マナーに対する知識、態度、技能
を身につける。

１
・
２
通

30 ○ ○ ○

○ メイクアップ
メイクアップ技術において用いられる主な
薬品と器具の基本的な使用方法を修得す
る。

１
・
２
通

60 ○ ○ ○

授業科目等の概要

（衛生専門課程美容科）平成２９年度
分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

授業方法 場所 教員

企
業
等
と
の
連
携



○ ゼミナール

国家資格取得に向けた特別講義、試験問題
の研究、発表、討論などを通して、国家資
格合格を目標とする。

１
・
２
通

120 ○ ○ ○ ○

○ モード理論

造形、色彩、服装などに関する基礎的な知
識を基に、顧客との相性、服装、その他環
境に応じたヘア・デザインを創造すること
を学ぶ。

１
・
２
通

60 ○ ○ ○ ○

○ 進路指導

多様な学習体験から学生自身の将来の目標
を明確にし、個々の進路実現課題を段階的
に達成していく。

１
・
２
通

30 ○ ○ ○ ○

○
エステティッ
ク

心身の健康と美の実現を目的とし、科学的
事実と合理的思考に表現されたエステ
ティック技術を学ぶ。

１
・
２
通

30 ○ ○ ○ ○

○ ネイル

ネイルの基本的な知識と技術を学ぶ。 １
・
２
通

30 ○ ○ ○

○ 着付け

着付けの基礎を学び、１人で着ることがで
きるようになることを目指す。

１
・
２
通

30 ○ ○ ○

○
まつ毛エクス
テ

まつ毛エクステンションの基本的な知識と
技術を学ぶ。

１
・
２
通

30 ○ ○ ○

○ 総合技術

基本的技術を基に、さらに発展した高度な
技術を修得するとともに、美容デザインの
最新の技術の修得を目指す。

１
・
２
通

150 ○ ○ ○ ○

１７　　　科目合計 ２，１００単位時間(      単位)

卒業要件及び履修方法 授業期間等

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

講義及び実習によって科目を履修し、試験は学科及び実技に分け、卒業時に
評価として不可（６９点以下）が1科目でもあれば卒業延期とする。

１学年の学期区分 ２期
１学期の授業期間 １５週

（留意事項）


